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新潟市市民生活部市民総務課 
新潟市社会福祉協議会 

 
東北地方太平洋沖地震被災者への支援物資寄付について 

 
 東北地方太平洋沖地震被災者への支援物資の寄付を受付けます。 
 今般の地震，津波災害により被災地で避難生活を余儀なくされている方々を支援す

るための必要物資を下記のとおり受付けいたします。 
 

記 
 
１ 受付け物資 
  ① 食 品 （缶詰，無洗米，ペットボトル２リットル水，インスタントラーメン， 
        レトルト食品） 
  ② 生活衛生用品（使い捨てカイロ，ラップ，ドライシャンプー，生理用品） 
  ③ 軍手，使い捨てマスク 
  ④ 育児用品（粉ミルク，おしり拭き） 
 
  ※ 衣類は受け付けません。また，毛布，オムツは 3/19～21 で十分に集まって 
   いることから，今回はご遠慮願います。 
 
２ 搬入場所・日時 
  ○場所：新潟市役所第２分館（陸上競技場向） 
  ○日時：平成 23 年 3 月 24 日～当分の間 各日とも１０：００～１５：００ 
 
３ 注意事項 
  ○上記１の①～④の各品目ごとに分類してお持ちください。 
  ○箱入りの場合は，箱の表面に物資名を大きく記載してください。 
 
４ 問合せ先 
   新潟市支援物資受付 電話０２５－２２８－１０００（代表） 
            （「支援物資の件」とお伝えください。） 
 

＜本件問い合わせ＞新潟市市民生活部市民総務課 
      電話０２５－２２８－１０００ 
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